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平
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委
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締
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

管
告
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在
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保
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介
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介
護
機
関
か
ら
次
の
と

精
師
養
成
講
習
会
の
開
催
（
畜
産
振
興

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…

指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…事

村

岡

嗣

政

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
宇

部
市
社
会
福
祉
協

議
会

宇
部
市
琴

丁
目
四
番

山
口
県
告
示
第
百
七
十
三
号

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

医
療
法
人
社
団
青

藍
会

山
口
市
吉

一
丁
目
一

医
療
法
人
仁
徳
会

周
南
市
御

丁
目
八

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

ー

介
護
予
防
支
援

務
所

名

称

所

芝
町
二

二
〇
号

宇
部
市
北
部
西
地

域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

宇四

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

田台

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
徳
山
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

周
南
市
城

三
丁
目
一

一
一
号

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

敷
中
東

番
一
号

青
藍
会
在
宅
医
療

支
援
セ
ン
タ
ー
ハ

ー
ト
ホ
ー
ム
在
宅

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ

ン
タ
ー

山一

幸
通
二

周
南
病
院
ケ
ア
プ

ラ
ン
セ
ン
タ
ー

周丁

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

田台

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
徳
山
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

周
南
市
城

三
丁
目
一

一
一
号

一

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

部
市
大
字
船
木

四
二
の
一
一

平
成
二
七
、

三
、
三

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地ケ
丘

五
番

介
護
予

防
訪
問

看
護

平
成
二
七
、

三
、
三

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

口
市
吉
敷
中
東

丁
目
二
番
六
号

平
成
二
七
、
三
、
三

南
市
御
幸
通
二

目
八

四
、
三

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地ケ
丘

五
番

訪
問
看

護

平
成
二
七
、

三
、
三

、 一 一 一〇 一

告

示



平成 年 月 日 火曜日

介氏称
合
同

ら有
限

山
薬

山 口

合
同

山
生

介
護

（定期）県 報

医
療
内
科

林株
式

モ

第 号

居氏称
有
限
山
薬

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
さ
く

岩
国
市
海
土
路

町
二
丁
目
二
九

番
四
六
号

訪所た

会
社
小
羽

局

宇
部
市
東
小
羽

山
町
一
丁
目
一

〇
番
七
号

お

会
社
三
起

宇
部
市
大
字
沖

宇
部
六
二
の
四

デい

口
県
告
示
第
百
七
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

法
人
村
上

胃
腸
科

西
小
串

一
丁
目
三
番
一

八
号

村科

昭
宏

岩
国
市
玖
珂
町

五
〇
六
三

林

会
社
コ
ス

平
田
四

丁
目
一
六
番
三

三
号

コひ

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
小
羽

局

宇
部
市
東
小
羽

山
町
一
丁
目
一

〇
番
七
号

お

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

問
介
護
事
業

け
あ
せ
ん

ー
さ
く
ら

岩
国
市
海
土
路

町
二
丁
目
二
八

番

ば
や
ま
薬
局

宇
部
市
南
小
羽

山
町
二
丁
目
一

九
番
一
五
号

イ
サ
ー
ビ
ス

や
し

宇
部
市
大
字
沖

宇
部
六
二
の
四

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

上
内
科
胃
腸

西
小
串

一
丁
目
三
番
一

八
号

歯
科
医
院

岩
国
市
玖
珂
町

五
〇
六
三

ス
モ
ス
薬
局

麻
里
布

町
三
丁
目
一
番

二
七
号

ま
わ
り
薬
局

平
田
四

丁
目
一
六
番
三

三
号

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

ば
や
ま
薬
局

宇
部
市
南
小
羽

山
町
二
丁
目
一

九
番
一
五
号

理
指
導

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
四
、

四
、

一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

平
成
二
七
、

四
、
二
八

通
所
介

護
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

二
、

一

三
、

四
、

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

居
宅
療

養
管
理

指
導

平
成
二
七
、
四
、
二
八

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九

公

（
一
五
六
）
平
成
二
十
七
年
度

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

二
十
七
年
度
山
口
県
家
畜
人
工

山
口
県
告
示
第
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
豊
浦
町
土
地
改
良
区

合
同
会
社
三
起

宇
部
市
大
字

宇
部
六
二
の

特
定
非
営
利
活

動
法
人
み
ん
な

の
ふ
る
さ
と

山
口
市
小
郡

郷
一
六
二
六

六

医
療
法
人
村
上

内
科
胃
腸
科

西
小

一
丁
目
三
番

八
号

林

昭
宏

岩
国
市
玖
珂

五
〇
六
三

株
式
会
社
コ
ス

モ

平
田

丁
目
一
六
番

三
号

日

山
口

告

山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十

授
精
師
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

日

山
口

認

可

年

月

平
成
二
七
、

五

三
号

沖四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

い
や
し

宇
部
市
大

宇
部
六
二

下の

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
み
ん

な
の
ふ
る
さ
と

山
口
市
小

郷
二
七
八

九

宅
老
所
み
ん
な

の
ふ
る
さ
と

小

郷
六
八
六

串一

村
上
内
科
胃
腸

科

西

一
丁
目
三

八
号

町

林
歯
科
医
院

岩
国
市
玖

五
〇
六
三

四三

コ
ス
モ
ス
薬
局

麻

町
三
丁
目

二
七
号

ひ
ま
わ
り
薬
局

平

丁
目
一
六

県
知
事

村

岡

嗣

政

習
会
の
開
催

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

り
開
催
し
ま
す
。

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

村

岡

嗣

政

日
、

八

字
沖
の
四

介
護
予

防
通
所

介
護

郡
上
五
の

郡
下

の
七

小
串

番
一

二
、

珂
町

里
布

一
番

三
、

田
四
番
三

四
、

二

成 地 一

公

告



平成 年 月 日 火曜日

十
収

十
一産と

山 口 県

実
七八

経
九

（定期）報

五六
区学

第 号

一二三四

受
講
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ

受
講
手
数
料

三
万
八
百
十
円
に
相
当
す
る
山
口

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の

振
興
課
（
電
話
〇
八
三

九
三

。

習

体
内
受
精
卵
の
処

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
六
月
十
二
日
（
金

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

受
講
者
の
決
定

十
人
程
度

講
習
に
係
る
家
畜
の
種
類

牛講
習
科
目分

科

科

体
内
受
精
卵
移
植

移
植

講
習
会
の
種
別

家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る

開
催
場
所

美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農

開
催
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日
（
水

受
講
者
の
予
定
人
員

の
旨
を
書
面
に
よ
り
本
人
に
通

県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の

と
。

問
合
せ
は
、
山
口
市
滝
町
一
番

三

三
四
三
四
）
又
は
最
寄
り
の

理

受
精
卵
の
移
植

曜
日
）

受
講
申
込
書
を
住
所
地
を
管
轄

概
論

受
精
卵
の
生
理
及
び
形
態

体

講
習
会

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
技

曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
七
日
（

知
す
る
。

所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

一
号

山
口
県
農
林
水
産
部
畜

家
畜
保
健
衛
生
所
に
す
る
こ

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
を

目

内
受
精
卵
の
処
理

受
精
卵
の

術
部

金
曜
日
）
ま
で

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及

株
式
会
社

東

六

契
約
金
額

教
育
庁
高
校
教
育
課

山

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の

ス
ク
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

式
三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

基
本
測
量
（
一
等
磁
気
測

二

作
業
の
地
域

萩
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
五
月
七
日

教

育

（
一
五
七
）
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九

一

作
業
の
種
類

び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
三
番

口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

二
一
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
運

た
手
続

た
日

法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

日

山
口

称
及
び
所
在
地

量
）

か
ら
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
八

委

員

会

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第

り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

日

山
口

三

二
号

用
保
守
・
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
業
務

。県
知
事

村

岡

嗣

政

日
ま
で

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

一 省

教

育

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

め
る

山 口

山
不

会
告

（定期）県 報

山
不

会
告

第 号

七
第

八
十
七
年
五
月
十
九
日
印
刷

十
七
年
五
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